
 

 

 

 

いよいよ、今年１月よりマイナンバーの運用が開始されました。今後は、社会保障・税・ 

災害対策の行政事務のみに利用されますが、それに伴って適正な取扱いが求められます。 

このたび、井笠法人会女性部会主催による公益公開講座として、マイナンバー制度の利点 

をよく理解して正しく知るための勉強会を開催することとなりました。 

是非、この機会に多くの皆様のご参加をお待ちいたしております。 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井笠法人会女性部会 公益公開講座「学ぼう！マイナンバー制度」（２月２３日） 

  FAX０８６５－６２－３７３０ 

公益公開講座『学ぼう！マイナンバー制度』に 

下記のとおり参加申込みいたします。 

事業所名 

※一般の方は記入不要です 

氏  名   

 

※ ご記入頂いた情報は、井笠法人会からの公益公開講座に関する連絡及び情報提供の為に利用致します。 


